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議案第 57 号 

 

令和 7年度 宇美町一般会計補正予算(第 5号) 

 

令和 7年度宇美町の一般会計補正予算(第 5号)は、次に定めるところによる。 

 (歳入歳出予算の補正) 

第 1 条 歳入歳出予算の総額に歳入歳出それぞれ 399,122 千円を追加し、歳入

歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ 16,896,890 千円とする。 

2  歳入歳出予算の補正の款項の区分及び当該区分ごとの金額並びに補正後の

歳入歳出予算の金額は、「第 1 表歳入歳出予算補正」による。 

 (債務負担行為の補正) 

第 2 条 債務負担行為の追加は、「第 2 表債務負担行為補正」による。 

 (地方債の補正) 

第 3 条 地方債の変更は、「第 3 表地方債補正」による。 

 

 

 

令和 7 年 12 月 3 日提出 

                               

福岡県宇美町長  安 川 茂 伸   
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1 4,098,562 14,000 4,112,562

1 町民税 1,944,962 14,000 1,958,962

3 1,000 2,400 3,400

1 利子割交付金 1,000 2,400 3,400

12 61,511 224 61,735

2 負担金 61,511 224 61,735

14 3,290,372 38,909 3,329,281

1 国庫負担金 2,406,163 63,482 2,469,645

2 国庫補助金 865,236 △24,886 840,350

3 委託金 18,973 313 19,286

15 1,305,861 35,477 1,341,338

1 県負担金 966,232 31,754 997,986

2 県補助金 241,328 5,020 246,348

3 委託金 98,301 △1,297 97,004

17 735,880 211,070 946,950

1 寄附金 735,880 211,070 946,950

18 783,979 87,724 871,703

2 基金繰入金 783,979 87,724 871,703

20 271,529 10,118 281,647

7 雑入 260,725 10,118 270,843

21 630,900 △800 630,100

1 町債 630,900 △800 630,100

16,497,768 399,122 16,896,890

繰入金

諸収入

町債

歳　　入　　合　　計

町税

利子割交付金

分担金及び負担金

国庫支出金

県支出金

寄附金

補　正　額

 千円

第１表　　歳入歳出予算補正

歳　　入

款 計

 千円

項 補正前の額

 千円
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1 111,567 △2,358 109,209

1 議会費 111,567 △2,358 109,209

2 3,236,203 205,372 3,441,575

1 総務管理費 2,808,790 205,437 3,014,227

2 徴税費 214,431 945 215,376

3 戸籍住民基本台帳費 140,999 568 141,567

4 選挙費 50,949 △1,758 49,191

5 統計調査費 19,937 180 20,117

3 6,849,905 124,854 6,974,759

1 社会福祉費 3,439,097 110,660 3,549,757

2 児童福祉費 3,410,808 14,194 3,425,002

4 1,441,953 65,930 1,507,883

1 保健衛生費 391,155 65,247 456,402

2 清掃費 1,050,798 683 1,051,481

5 24,129 △123 24,006

2 労働諸費 24,129 △123 24,006

6 121,521 1,864 123,385

1 農業費 66,529 1,499 68,028

2 林業費 54,992 365 55,357

7 16,020 △735 15,285

1 商工費 16,020 △735 15,285

8 971,205 1,986 973,191

1 土木管理費 34,712 △4,045 30,667

2 道路橋りょう費 271,824 7,355 279,179

3 河川費 268 △96 172

5 都市計画費 633,982 △1,284 632,698

商工費

土木費

議会費

総務費

民生費

衛生費

労働費

農林水産業費

歳　　出

款 計

 千円

項 補正前の額

 千円

補　正　額

 千円
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6 住宅費 30,419 56 30,475

9 570,823 70 570,893

1 消防費 570,823 70 570,893

10 1,920,072 251 1,920,323

1 教育総務費 442,963 △12,101 430,862

2 小学校費 156,031 15,579 171,610

3 中学校費 139,266 5,586 144,852

4 学びの多様化学校費 15,860 300 16,160

5 幼稚園費 116,760 △15,253 101,507

6 社会教育費 332,455 6,119 338,574

7 保健体育費 716,737 21 716,758

12 1,010,731 2,011 1,012,742

1 公債費 1,010,731 2,011 1,012,742

16,497,768 399,122 16,896,890歳　　出　　合　　計

補　正　額 計

 千円

消防費

教育費

公債費

 千円  千円

款 項 補正前の額
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1,600

令 和 8 年 度 介 護 予 防 事 業 令和7年度から令和8年度まで 27,700

宇美町働く婦人の家指定管理 令和7年度から令和10年度まで 87,174

令和7年度から令和8年度まで 7,062

原 田 中 央 区 町 営 住 宅
6 ・ 7 棟 改 修 事 業

令和7年度から令和8年度まで 142,643

共働事業提案制度補助金
（町民活動団体提案型）

令和8年度 2,100

共働事業提案制度補助金
（ 行 政 提 案 型 ）

令和8年度

中央公民館大ホール舞台照明
設 備 LED 化 改 修 事 業

令和7年度から令和8年度まで 162,837

宇美町立原田小学校外 2校
小・中学校照明設備LED化事業

令和7年度から令和8年度まで 69,600

令和7年度から令和12年度まで 124,654水 泳 学 習 業 務

第2表 債務負担行為補正

1.追加

（単位：千円）

事項 期間 限度額

宇 美 町 役 場 総 務 課
事 務 等 業 務
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1．変更

限度額
起債の
方法

利率 償還の方法 限度額
起債の
方法

利率 償還の方法

脱 炭 素 化 推 進 事 業 債 54,700 証書借入

4.0％以内

（ただし、

利率見直し

方式で借り

入れる政府

資金及び地

方公共団体

金融機構資

金につい

て、利率の

見直しを

行った後に

おいては、

当該見直し

後の利率）

　政府資金につ

いては、その融

資条件による。

銀行その他の場

合にはその債権

者とその都度協

定し記載する。

　ただし、町財

政の都合により

据置期間及び償

還年限を短縮

し、もしくは繰

上償還又は低利

に借換えするこ

とができる。

53,900

第3表　地方債補正

（単位：千円）

起 債 の 目 的
補　　正　　前 補　　正　　後

（補正前に同じ）
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１　総　　括

（歳　　入）

1 町税 4,098,562 14,000 4,112,562

3 利子割交付金 1,000 2,400 3,400

12 分担金及び負担金 61,511 224 61,735

14 国庫支出金 3,290,372 38,909 3,329,281

15 県支出金 1,305,861 35,477 1,341,338

17 寄附金 735,880 211,070 946,950

18 繰入金 783,979 87,724 871,703

20 諸収入 271,529 10,118 281,647

21 町債 630,900 △800 630,100

16,497,768 399,122 16,896,890歳　　入　　合　　計

歳入歳出補正予算事項別明細書

款 補正前の額 補　正　額 計

 千円  千円  千円

10



 

11



12



13



14



15



16



17



18



19



20



21



22



23



24



25



26



27



28



29



30



31



32



33



34



35



36



37



38



39



40



41



42



43



44



45



46



47



48



49



50



51



52



53



54



55



56



57



58



59



60



61



62



63



64



65



66



67



68



69



70



71



72



73



74



75



76



77



78



79


